
　
日
常
生
活
で
提
供
さ
れ
る
設
備
や
サ
ー
ビ
ス
は
、障
害
の
な
い
人

が
簡
単
に
利
用
で
き
て
も
、障
害
の
あ
る
人
に
と
っ
て
は
利
用
が
難

し
く
、そ
の
結
果
、活
動
が
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

障
害
の
あ
る
人
か
ら
、活
動
を
制
限
す
る
バ
リ
ア
を
除
く
た
め
の
何

ら
か
の
対
応
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、負
担
が
重
す
ぎ
な
い
範
囲
で

サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
変
更
や
調
整
を
す
る
こ
と
を「
合
理
的
配
慮
の
提

供
」と
い
い
ま
す
。「
障
害
者
差
別
解
消
法
」、「
和
歌
山
県
障
害
者
差

別
解
消
条
例
」に
よ
り
、行
政
機
関
等
と
事
業
者
に
提
供
義
務
が
課

さ
れ
て
い
ま
す
。（
事
業
者
の
義
務
化
は
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
）

　
「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」と
は
、段
差
に
携
帯
ス
ロ
ー
プ
を
渡
す
な

ど
の
環
境
配
慮
、店
内
で
の
買
物
・
移
動
を
手
伝
う
な
ど
の
人
的
支

援
、筆
談
・
読
み
上
げ
・
手
話
等
の
意
思
疎
通
支
援
、書
類
の
代
筆
な

ど
の
ル
ー
ル
の
柔
軟
な
変
更
を
行
う
こ
と
で
す
。ま
た
、障
害
の
あ

る
人
に
対
す
る「
不
当
な
差
別
的
取
扱
」の
禁
止
も
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
に
つ
い
て
お
困
り
の
場
合
は
、障
害
福

祉
課
、各
振
興
局
総
務
福
祉
課
等
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。


